

大和市スポーツ施設設置条例の改正に伴い、10月1日から次のとおり利用料金と利用方法を変更します。
●市外登録利用者の利用料金の倍額設定
　市外登録利用者が次のスポーツ施設を専用利用※する場合の利用料金が、市内登録利用者の専用利用料金の倍額になります。
※専用利用　事前に申し込み（予約）をして施設を使用する方法
対象施設　大和スポーツセンター体育会館（トレーニング室を除く）・競技場・プール、大野原庭球場、草柳庭球場、下福田野球場、下福田スポーツ広場、桜森スポーツ広場
●利用時間区分の変更
　大和スポーツセンター体育会館（トレーニング室を除く）の利用時間を下表のとおり変更します。
また、設備の入替え時間を設けますので、各区分の15分前には清掃のうえ退出して頂きます。
８月１５日からの抽選（１０月分）より適用となりますのでご注意ください。
　対象施設　大和スポーツセンター体育会館（第1・2・3体育室、第一・二武道場、弓道場、ジョギングコース）
	現　　　　行
	10月1日から

	9：00～12：00（３時間）
	9：00～12：00（３時間）

	13：00～17：00（４時間）
	12：00～15：00（3時間）

	18：00～21：00（３時間）
	15：00～18：00（３時間）

	－
	18：00～21：00（３時間）


●個人利用の受付時間の変更
利用時間区分の変更に伴い、個人利用の受付時間を下表のとおり変更します。
	現　　行
	10月1日から

	8：55受付
	8：55受付

	12：55受付
	11：55受付

	17：55受付
	14：55受付

	
	17：55受付


対象施設　大和スポーツセンター体育会館（第1・2・3体育室、第一・二武道場、弓道場、ジョギングコース）
�





問合せ　大和スポーツセンター内市スポーツ課スポーツ担当　℡（260）5762


財団法人大和市スポーツ・よか・みどり財団　スポーツ施設担当　℡（261）6200








